
 

船舶事故調査報告書 

平成３０年７月１８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年８月７日 ０３時００分ごろ 

発生場所 境
さかい

港第１区 

 境港指向灯から真方位０８６°２４０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°３２.９′ 東経１３３°１４.５′） 

事故の概要 漁船長
ちょう

福
ふく

丸は、着岸作業中、着岸中の漁船第五十八大勝
たいしょう

丸に衝突

した。 

事故調査の経過 平成３０年２月８日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 長福丸、９５トン 

１４０１２８、個人所有 

Ｂ 漁船 第五十八大勝丸、９１トン 

   １２７３６６、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、五級（航海）（履歴限定） 

Ｂ 船長Ｂ、五級（航海）（旧就業範囲） 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 船首部外板に凹損 

Ｂ 船尾部外板に凹損、マストに曲損等 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南東、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 上げ潮の末期、潮流 西流約０.５ノ

ット（kn） 

島根県全域には、８月６日１６時０８分に強風注意報が発表され、

本事故当時も継続中であった。 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか８人が乗り組み、島根県浜田港北方沖で海底清

掃を行っていたところ、風が強くなってきたので境港に帰港すること

とし、船長Ａが１人で操船に当たり、境港第１区の西方に延びる境漁

港休憩岸壁（以下「本件岸壁」という。）に左舷着けする目的で着岸

作業中、その船首部が同岸壁に着岸中のＢ船の船尾部に衝突した。 

 船長Ａは、本件岸壁に着岸中のＢ船の後方から接近する際、気象及

び海象を考慮しなかったので、風潮流により圧流され、行きあしを止

められなかったと本事故後に思った。 

 Ｂ船は、本件岸壁に無人の状態で着岸していたところ、その船尾部

にＡ船が衝突した。  

分析  

 

 Ａ船は、風力３の南東風が吹き、西流約０.５kn の潮流がある状況

下、本件岸壁に着岸作業中、着岸中のＢ船の後方から接近する際、船

長Ａが、気象及び海象の状況を考慮した操船を行わなかったことか



 

ら、風潮流に圧流されて行きあしを制御することができず、Ｂ船に衝

突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、本件岸壁に無人の状態で着岸中、その船尾部にＡ船が衝突 

したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船が、風力３の南東風が吹き、西流約０.５kn

の潮流がある状況下、本件岸壁に着岸作業中、着岸中のＢ船の後方か

ら接近する際、船長Ａが、気象及び海象の状況を考慮した操船を行わ

なかったため、風潮流に圧流されて行きあしを制御することができ

ず、Ｂ船に衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・着岸時には、風潮流の影響を考慮した操船を行うこと。  

 


